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医薬食 品局総 務 課医 薬品 副作 用被 害対 策 室

室 長:鳥 井陽 一(内 線2716)

室 長補佐:高 橋 未 明(内 線2721)

主 査;山 手政伸(内 線2721)

イ レッサ訴訟(大 阪高裁判決)に 対するコメン ト

今 日、大 阪 高等裁 判所 で 、イ レ ッサ訴訟 に関 し、一審原 告 全員 の国 に対す る

請求 を棄 却 す る 旨の判決 が あ りま した。

現 時 点 では 、判決 の 具体 的 肉容 を十分 に把 握 してい ませ んが 、 これ まで国 と

して主 張 して きた こ とが認 め られ た もの と考 えてい ます 。

なお 、判決 の内容 にかか わ らず 、イ ンフォー ム ド ∫コンセ ン トの徹底 、 医薬

品安全 対 策 の強化 、抗 がん剤 等 に よる健康 被 害 の救済 に関す る検討 な どの政策

課 題 につ い て 、引 き続 き着 実 に実行 してい き ます 。

(参 考)大 阪 訴訟 の経過
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